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事 故 概 要 

 

事故発生日時：平成 25年 10月 15日から 16日 

場    所：中郡大磯町東小磯 107番 28 

建物所有者：   

被 害 状 況：平成 25 年 10 月 15 日から 16 日にかけての強風及び大雨により、町が管理

する旧島崎藤村邸広場の樹木が倒れ、隣接地（大磯町東小磯 107 番 28）に

所在する上記相手方の倉庫（物置）を破損した。 

対    応：建物の復旧の緊急性を踏まえ被害者に対する早急な賠償を行う必要がある

ため、損害賠償の額を定めることについて専決処分とした。 

経    過：平成 25年 10月 15日～16日 事故発生 

             10月 16日 現地・被害状況確認 

             10月 17日 倒木撤去 

             10月 17日 

              ∫ 

    平成 26年 １月 ７日       被害者及び保険会社との協議調整 

１月 17日 専決処分 

１月 20日 示談書取り交わし 

１月 27日 損害賠償金支払 

損害賠償金額：108,591円 

○ 案内図 

 

発災場所 
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○ 配置図 

 

○ 倒木状況 

 

倉庫（物置） 

木 
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○ 倉庫（物置）破損状況 

 

 

 


